
第５期 発達障害療育者 研修会
～全５回・夜間講座を開催します～

対 象 保育士・幼稚園教諭及び小学校教諭等、発達障害児の療育に関心の

ある方ですべての講座に参加可能な方

※全課程を修了された方には修了証を交付致します。

参 加 費 神栖市内在住の方もしくは市内に勤務されている方 無 料

上記以外の方 ５００円（全５回分の資料印刷代として）

定 員 ３０名程度

　　　　　　（定員超過の場合は、市内在住の方を優先とさせて頂きます）

日 程 右記、研修日程をご覧下さい。

時 間 午後７時～午後９時まで(２時間)

場 所 神栖市保健・福祉会館内

主 催 神栖市社会福祉協議会

後 援 神栖市教育委員会

問い合わせ 神栖市社会福祉協議会 まちづくりグループ

担当 三浦・飯田 電話 0299-93-0294

申込方法 別紙申込書に記入の上、 にＦＡＸにて返送下さい

第４期研修会の様子

この研修会は、多くの子どもたちに関わる保育士、幼稚園 小学校の教諭等を主な対象と

して、発達障害の正しい理解と集団生活の場面においての適切な支援方法を学ぶことを目的

とした研修会です。昨年度（第４期）までの本研修会の受講者は１３９名にのぼります。

発達障害のある子どもへの理解や支援方法は、それぞれに個性のあるすべての子どもへの

関わりに通じるところがあります。

保育者はもちろん、児童に関わる方々の参加をお待ちしております。

「友達と上手に遊べない」「乱暴」「落ち着きがない」などの行動の裏側には必ず原因

やその子どもなりの目的があります。原因や目的を見極めず、注意や叱責ばかりが続くと

子どもは自信がなくなり、逆に問題行動を過剰にさせてしまう要因にもなりかねません。

そのため、保育士や幼稚園教諭などの保育者が、一人ひとりの個性を理解し、幼児期か

ら場面に適したサポートをすることがその子の成長にとって不可欠となります。


